
燃料電池自動車導入事業実施要綱  
 
 （目的） 
第１条  燃料電池自動車導入事業（以下「本事業」という。）は、水素が日常生活や産

業活動に普遍的に利用される水素社会の実現に向け、燃料電池自動車を導入する者に
対し、補助金を交付することにより、水素の需要創出と環境負荷の低減を図ることを
目的とする。 

 
 （用語の定義） 
第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。  
 （１） 燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって駆動される電動機を原動機と

し、内燃機関を併用しない検査済み自動車（道路運送車両法（昭和 26 年法律第
185 号）60 条第１項の規定による自動車検査証（以下「自動車検査証」という。）
の交付を受けた同法第２条第２項に規定する自動車をいう。以下同じ。）をい
う。  

 （２） 国庫補助金 一般社団法人次世代自動車振興センターが行う「クリーンエネ
ルギー自動車導入促進補助金」をいう。  

 （３） リース契約等 燃料電池自動車の貸主が、当該燃料電池自動車の借主に対し、
当事者間で合意した期間にわたり当該燃料電池自動車を使用収益する権利を与
え、借主は、当該燃料電池自動車の使用料を貸主に支払う契約又はこれと同等
の契約として知事が認めたものをいう。  

 （４） 割賦販売 燃料電池自動車の所有者である売主が、当該燃料電池自動車の買
主に対し、当事者間で合意した期間にわたり月賦、年賦その他の割賦の方法に
より分割して当該燃料電池自動車の販売代金を買主から受領し、かつ、当該代
金の全部の支払の義務が履行される時まで当該燃料電池自動車の所有権が売主
に留保されることを条件に、当該燃料電池自動車を販売することをいう。  

 
 （補助金の交付対象者） 
第３条  補助金の交付対象となる者は、別表第１のいずれかの要件に適合する者であっ

て、次の各号に掲げる全ての要件に適合するものでなければならない。 
 （１） 県税の滞納がないこと。 
 （２） 公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること。  
 
 （補助対象自動車の要件） 
第４条  補助対象自動車は、別表第２に定める要件の全てに適合するものとする。 
 
 （補助対象経費及び補助金の額） 
第５条  補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第３によるものとし、

予算の範囲内で交付する。  
 
 （県の実施する普及啓発活動等への協力）  
第６条  補助対象者は、次の各号に定める事項に可能な範囲で協力するよう努めること。 

（１）県が実施する燃料電池自動車に係る普及啓発活動等 
（２）栃木県災害時協力車登録制度への登録 

 
 （その他） 
第７条  この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は別に定める。  
 
   附 則 
 この要綱は、令和２（2020）年６月 26 日から施行する。  
   附 則  
 この要綱は、令和４（2022）年４月１日から施行する。  
   附 則  
 この要綱は、令和５（2023）年４月１日から施行する。  
   附 則  
 この要綱は、令和６（2024）年４月１日から施行する。  
   附 則  
 この要綱は、令和７（2025）年４月１日から施行する。  
 
 



別表第１ 補助金の交付対象者（第３条関係） 
 

説明 
 

内容 
 
補助金の交付対象者の要件 

 
（ １ ）  県 内 に 主 たる 住 居 、 事 務 所 若 しくは 事 業 所 を 有 す

る個 人  
（ ２ ）  県 内 に 事 務 所 若 しく は事 業 所 を 有 す る法 人 （ 国 、

地 方 公 共 団 体 を 除 く ）  
 （ １ ） 又 は （ ２ ） の 個 人 又 は法 人 と 補 助 金 の 交 付 対 象 と な
る燃 料 電 池 自 動 車 に 係 るリース 契 約 等 を 締 結 したリース 事
業 者  

 
 
別表第２ 補助対象自動車の要件（第４条関係） 
 

説明 
 

内容 
 
補助対象自動車及び補助
金交付要件 
 

 
（ １ ）  国 庫 補 助 金 の 交 付 対 象 となる 燃 料 電 池 自 動 車 で

あること。  
（ ２ ）  令 和 ７ （ 20 25 ） 年 ３ 月 １ 日 か ら令 和 ８ （ 2 026 ） 年 ２

月 28 日 に 初 度 登 録 さ れた自 動 車 （ 新 古 車 、 中 古 車 は
除 く） である こと 。  

（ ３ ）  自 動 車 検 査 証 の 自 家 用 ・ 事 業 用 の 欄 が 「 自 家
用 」 であること  

（ ４ ）  補 助 対 象 自 動 車 に 係 る 自 動 車 検 査 証 に 記 載 され
た使 用 の 本 拠 の 位 置 が 栃 木 県 内 に あること 。  

（ ５ ）  リース 契 約 等 で ある場 合 、契 約 期 間 が ４ 年 以 上 で
あること。  

（ ６ ）  自 動 車 販 売 業 者 が 販 売 促 進 活 動 （ 展 示 、 試 乗
等 ） に 使 用 する車 両 で はないこと 。  

 
 
 
別表第３ 補助対象経費及び補助金の額（第５条関係）  
 

説 明  
 

補 助 対 象 経 費  
 

補 助 金 の 額  
 
補 助 額  
 

 
燃 料 電 池 自 動 車 の 購 入 に
係 る 経 費  
 

 
国 庫 補 助 金 に お け る 交
付 規 程 に 定 め る 補 助 額
の １ ／ ２ 以 内 、た だ し １
０ ０ 万 円 を 上 限 と す る 。 

※ 補 助 金 の 交 付 額 に 1,000 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 に は 、 こ れ を 切 り 捨 て る
も の と す る 。  


